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介護職員定着・育成推進事業所認定制度について
介護サービスの安定的な提供に向けて

働きやすい職場環境の整備や人材育成に積極的に取り組み、介護職員の定着・育成を推進する事業所を「介

護職員定着・育成推進事業所」として認定し、市と事業所が連携して介護職員の確保に取り組むことで、介護サ

ービスの安定的な提供に繋げていきます。

■内容説明
【概 要】
市では労働環境の改善や人材育成、処遇改善などを通じて積極的に介護職員の確保と定着を図る事業所等を
「介護職員定着・育成推進事業所」として認定し、市と事業所等が連携して介護職員の確保に取り組みことで、介
護サービスの安定的な提供に繋げていきます。
【対象事業所】
市内介護保険サービス事業所等
（介護⽼人福祉施設、介護⽼人保健施設、介護療養型施設、短期⼊所⽣活介護、認知症対応型共同⽣

活介護、⼩規模多機能型居宅介護、通所介護（認知症対応型・地域密着型を含む）訪問介護等）
【認定要件】
下記の（１）から（４）について、⼀定基準を満たす取り組みを⾏う事業所等を認定します。
（１）研修等介護職員の資質向上に向けた取り組み
（２）介護職員の⽣活と仕事の両⽴に向けた休暇等制度充実への取り組み
（３）職場内外のコミュニケーション活性化や ICT 活用での業務改善への取り組み
（４）その他介護職員の定着に向けた独自の取り組み

【今後のスケジュール】
令和５年１２⽉２０⽇（⽔）〜令和６年１⽉３０⽇（⽕） 事業所募集
令和６年２⽉下旬 認定事業所決定
令和６年３⽉上旬 事業所認定書交付・公表

【公表等】
認定した事業所は、その取り組み内容を市ホームページ等において公表するほか、市が実施する介護人材確保

事業（介護職員初任者研修費助成事業、介護人材雇用型訓練事業）をはじめ、移住定住支援、子育て支
援事業等既存事業と連携し、介護職員の確保・定着を図ります。
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